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 平成１６年１０月２９日 

各    位 

会 社 名      株式会社吉野家ディー・アンド・シー 
代 表 者 名      代 表 取 締役社長  安 部 修 仁  

（コード番号        ９８６１ 東証第１部） 

問 合 せ 先      常務取締役企画室長 池 上  久  

   （ＴＥＬ  ０３-５２６９-５１１１） 

 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成１６年１０月２９日開催の取締役会において、発行総額１００億円の第三者割当による転

換社債型新株予約権付社債の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

新株予約権付社債発行の目的 

当社は、昨年１２月以降米国産牛肉の輸入禁止措置が続く中、牛丼販売中止による影響を最小限に抑え

るため、豚丼・牛鉄鍋膳・牛カレー丼等の新商品の導入、コスト削減の徹底等を行ってまいりました。 

また、株式会社はなまると資本･業務提携を行うなど、新規事業戦略の一環として事業の多角化にも従

来以上に取り組んでまいりました。 

当社では今後の米国産牛肉輸入再開に備え、当社グループの中核であり、投資効率の最も高い吉野家事

業に対する設備投資を積極的に進めてまいりたいと考えております。具体的には､新規店舗の出店加速、

既存店舗のリニューアル投資の再開、工場改装による効率化等を行ってまいります。 

 

第三者割当を選択した狙い 

今回の新株予約権付社債はゼロクーポンで発行し、また、金庫株を活用することもあり、発行に伴う費

用も少ないため、上記の設備投資資金を有利な条件で調達できることになります。また、割当先証券会社

が持つ投資家基盤からの当社株式への需要を最大限活用し、新株予約権が円滑に行使されることにより､

当社の財務基盤維持強化を無理なく行うことができると考えております。さらに株価が下落した場合に備

えて、過大な希薄化を避けるため、繰上償還権を留保するなど商品性に工夫を凝らし、リスクヘッジを図

っております。 

 

記 

 

１．社 債 の 名 称             株式会社吉野家ディー・アンド・シー第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以

下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、

新株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

２．社 債 の 発 行 価 額             額面１００円につき金１００円 

３．新株予約権の発行価額             無償とする。 

４．新株予約権の発行価額の             本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであ
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  算定理由（無償の理由）            り、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使される

と代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が相互に密

接に関連することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債の

利率、発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的な価値と

を勘案して、その発行価額を無償とした。 

５．払込期日及び発行日             平成１６年１１月１５日(月) 

６．募 集 に 関 す る 事 項              

（１）募 集 の 方 法            第三者割当の方法により全額を野村證券株式会社に割り当てる。 

（２）発行価格（募集価格）            額面１００円につき金１００円 

（３）申 込 期 間            平成１６年１１月１５日(月) 

（４）申 込 取 扱 場 所            野村信託銀行株式会社 本店 

７．新株予約権に関する事項              

（１）新株予約権の目的たる           

   株 式 の種類及び数           

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使

請求により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当

社の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転

を「交付」という。）する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の

総額を本項第(３)号②記載の転換価額（ただし、本項第(８)号または

第(９)号によって修正または調整された場合は修正後または調整後

の転換価額）で除した数とする。ただし、行使により生じる１株の

１００分の１未満の端数はこれを切り捨て、現金による調整は行わな

い。本新株予約権の行使により端株が発生する場合には、商法に定め

る端株の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

（２）新株予約権の総数            各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計１００個の本

新株予約権を発行する。 

（３）行 使 時 払 込 金 額           

   及 び 転 換 価 額           

 ①本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発

行価額と同額とする。 

②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき 1株あたりの額（以下

「転換価額」という。）は、当初１８０,０００円とする。 

（４）行使時の払込金額（転           

換価額）の算定理由 

 本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることか

ら、新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行

価額と同額とし、当初の転換価額は平成１６年１０月２９日の株式会

社東京証券取引所における当社普通株式の終値を７.１４％上回る額

とした。 

（５）新株の発行価額中の           

   資 本 組 入 れ 額           

 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の資本組入額

は当該株式の発行価額に０.５を乗じた金額とし、計算の結果１円未

満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 

（６）行 使 請 求 期 間            本新株予約権付社債の社債権者は、平成１６年１１月１６日から平成

１８年１１月１４日までの間、いつでも、本新株予約権の行使を請求

すること（以下「行使請求」という。）ができる。 

（７）行 使 の 条 件           

 

 当社が第８項第(６)号②もしくは③により本社債を繰上償還する場

合または当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、償還日

または期限の利益の喪失日以後本新株予約権を行使することはでき

ない。当社が第８項第(６)号④記載の本新株予約権付社債の社債権者
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の請求により本社債を繰上償還する場合には、本新株予約権付社債券

（登録をした本新株予約権付社債に係る本社債を繰上償還する場合

は、当社の定める請求書（以下「繰上償還請求書」という。））が第

８項第(１２)号記載の償還金支払場所（以下「償還金支払場所」とい

う。）に提出された時以降、本新株予約権を行使することはできない。

また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（８）転 換 価 額 の 修 正            本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定日」とい

う。）の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の

５連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない

場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「時

価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値の９５％

に相当する金額（ただし、算出された金額に応じて、株式会社東京証

券取引所の定める呼値の単位（以下「呼値の単位」という。）を用い

て、当該呼値の単位未満を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）

に修正される。なお、時価算定期間内に、本項第(９)号で定める転換

価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予約

権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。た

だし、かかる算出の結果、決定日価額が９０,０００円（以下「下限

転換価額」という。ただし、本項第(９)号による調整を受ける。）を

下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額

が２７０,０００円（以下「上限転換価額」という。ただし、本項第(９)

号による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後の転換価額は上

限転換価額とする。 

（９）転 換 価 額 の 調 整            当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を

下回る発行価額または処分価額で当社普通株式を発行または処分す

る場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる

証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の転換または行使による場合を除

く。）には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。なお、次

式において、「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式数から、当

社の有する当社普通株式数を控除した数とする。 
 

  新発行・処分株式数×１株あたりの発行・処分価額                      

  既発行株式数＋                         

  時    価 

調整後転換価額＝調整前転換価額×                                     

 既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 
 

  また、当社は、当社普通株式の分割もしくは併合または時価を下回る

価額をもって当社普通株式に転換されもしくは転換できる証券また

は当社普通株式の交付を請求できる権利（新株予約権を含む。）を付

与された証券（新株予約権付社債を含む。）の発行が行われる場合等

にも転換価額を適宜調整する。 

なお、本号における「時価」とは、調整後の転換価額を適用する日（た
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だし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分を

もって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場

合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の

日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には株主割当

日）に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日（終値のない日数を除

く。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値をいう。この場合、かかる

平均値の計算においては、算出された金額に応じて、呼値の単位未満

の金額を切り捨てる。 

（10）消却事由及び消却条件            消却事由は定めない。 

（11）行使によって交付され           

   た株式の配当起算日           

 行使請求により交付された当社普通株式の配当金または商法第

２９３条ノ５に定められた金銭の分配（中間配当金）については、行

使請求が３月１日から８月３１日までの間になされたときは３月１

日に、９月１日から翌年２月末日までの間になされたときは９月１日

にそれぞれ当社普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払

う。 

（12）行 使請求受付場所            名義書換代理人  ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

（13）代用払込に関する事項            商法第３４１条ノ３第１項第７号および第８号により、本新株予約権

を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、当該本新株予約権の

行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする旨の請求があっ

たものとみなし、かつ当該請求に基づく払込があったものとする。 

８．社 債 に 関 す る 事 項              

（１）社 債 の 総 額            金１００億円 

（２）各 社 債 券 の 金 額            金１億円の１種 

（３）社 債 の 利 率            本社債には利息を付さない。 

（４）償 還 期 限            平成１８年１１月１５日(水) 

（５）償 還 価 額            額面１００円につき金１００円 

ただし、繰上償還の場合は本項第(６)号②乃至④に定める価額によ

る。 

（６）償 還 の 方 法            ①本社債は、平成１８年１１月１５日にその総額を償還する。 

②当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会

社となることを当社の株主総会で決議した場合、本新株予約権付社

債の社債権者に対して、償還日から３０日以上６０日以内の事前通

知を行った上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日以前

に、残存する本社債の全部（一部は不可）を額面１００円につき金

１００円で繰上償還することができる。 

③当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予

約権付社債の社債権者に対して、毎月第１金曜日（ただし、第１金

曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。）ま

で（当日を含む。）に事前通知を行った上で、当該月の第３金曜日

に、残存する本社債の全部（一部は不可）を額面１００円につき金

１００円で、繰上償還することができる。 

④本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、
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その選択により、当社に対して、毎月第２金曜日（ただし、第２金

曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。）ま

で（当日を含む。）に、事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債

券を償還金支払場所に提出することにより、当該月の第４金曜日

に、その保有する本社債の全部または一部を額面１００円につき金

１００円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有す

る。登録をした本新株予約権付社債に係る本社債の繰上償還を当社

に対して請求する場合は、本新株予約権付社債券の提出に代えて、

繰上償還請求書に繰上償還を請求しようとする社債を表示し、請求

の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、本項第(１３)号記載

の登録機関を経由して、これを償還金支払場所に提出することがで

きる。 

⑤本号に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀

行営業日にこれを繰り上げる。 

⑥本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことが

できる。ただし、本新株予約権のみを消却することはできない。本

社債を買入消却する場合、当社は取得した本新株予約権につき、そ

の権利を放棄するものとする。 

（７）社 債 券 の 様 式            無記名式とする。 

なお、本新株予約権付社債は商法第３４１条ノ２第４項の定めにより

本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

（８）担 保 の 有 無            本新株予約権付社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、ま

た本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 

（９）財 務 上 の 特 約            当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約

権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約

権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のために

も担保附社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転

換社債型新株予約権付社債とは、商法第３４１条ノ２に定められた新

株予約権付社債であって、商法第３４１条ノ３第１項第７号および第

８号の規定に基づき、新株予約権を行使したときに、新株予約権付社

債の社債権者から社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際

して払込をなすべき額の全額の払込とする旨の請求があったものと

みなし、かつ当該請求に基づく払込があったものとする旨、取締役会

で決議されたものをいう。 

（10）取 得 格 付            取得していない。 

（11）社 債 管 理 会 社            本新株予約権付社債は、商法第２９７条ただし書の要件を充たすもの

であり、社債管理会社は設置しない。 

（12）償還金支払事務取扱者

（償 還 金 支 払 場 所          ） 

 野村信託銀行株式会社 本店 

（13）登 録 機 関            野村信託銀行株式会社 

９．上 場 申 請 の 有 無             無し 

10．前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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 割当予定先の概要 

割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社 

割当新株予約権付社債(額

面 ) 

金 10,000,000,000 円 

払 込 金 額 金 10,000,000,000 円 

住 所 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

代 表 者 の 氏 名 執行役社長 古賀 信行 

資 本 の 額 10,000,000,000 円 

事 業 の 内 容 証券業 

割当予定

先の内容 

大 株 主 野村ホールディングス株式会社 100% 

出 資 関 係 
割当予定先が保有している当社の株式の数 ：181 株 

当社が保有している割当予定先の株式の数 ：０株 

取 引 関 係 等 主幹事証券会社 

当社との 

関 係 

人 的 関 係 等 なし 

（注） 資本の額及び出資関係は、平成 16 年８月 31 日現在のものであります。 

 

 

（ご参考） 

 

１．資金使途 

（１）調達資金の使途 

手取概算額９９億６０百万円については、全額設備投資に充当する予定であります。 

 

（２）業績に与える見通し 

   変更無し。 

 

２．株主への利益配当分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

当社は、常に企業価値を向上させることによって、株主利益を増大させることを目指しております。

従いまして株主の皆様への利益還元のため、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）の向上、一株当たり当

期純利益（ＥＰＳ）の増大が重要な課題であると考えております。 

（２）配当決定に当たっての考え方 

配当につきましては、安定的配当の継続を重視する一方、業績の進展状況に応じて増配等により利

益還元を行うことを基本方針としております。 

（３）内部留保資金の使途 

内部留保金の活用につきましては、当面高収益な事業投資やＭ＆Ａ等、将来にわたって株主利益を

増大させるための投資を優先してまいりたいと考えております。 

（４）その他 

当社は積極的な店舗展開や大胆な業務改革による経営構造の見直し、Ｍ＆Ａ等を推進し、一層の利

益体質化を追求するとともに、グループ企業価値の増大に努めてまいります。 

中長期経営戦略の具体的計画といたしましては、平成９年度を初年度とした１０年にわたる長期経
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営計画『ＹＤＣ２１』に沿って、吉野家事業の更なる拡充と活性化、新規事業の早期育成と拡大、米

国・アジアを中心とした海外事業の拡大展開を主軸とした経営課題を着実に進めてまいります。 

 

（５）過去３決算期間の配当状況等 

 平成 14 年２月期 平成 15 年２月期 平成 16 年２月期 

１株当たり当期純利益            8,676 円 8,716 円 8,259 円

１株当たり年間配当金            3,200 円 3,200 円 3,200 円

実 績 配 当 性 向            36.9% 36.1% 38.7%

１株当たりみなし配当金            －円 －円 －円

修 正 配 当 性 向            －% －% －%

株主資本当期純利益率            7.7% 7.9% 7.9%

株 主 資 本 配 当 率            2.8% 2.8% 2.9%

（注）１．株主資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を株主資本（期首の資本の部合計
と期末の資本の部合計の平均）で除した数値であります。 
２．株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本
の部合計の平均）で除した数値であります。 
３．平成 16年２月期から、１株当たり当期純利益の算定に当たっては、「１株当たり当
期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益
に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

 

３．過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

（１）エクイティ・ファイナンスの状況 

   該当事項はありません。 

 

（２）過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 14 年２月期 平成 15 年２月期 平成 16 年２月期 平成 17 年２月期

始 値      180,000 円 183,000 円 165,000 円 165,000 円

高 値      233,000 円 228,000 円 195,000 円 189,000 円

安 値      154,000 円 165,000 円 133,000 円 158,000 円

終 値      184,000 円 165,000 円 165,000 円 168,000 円

株価収益率      21.2 倍 18.9 倍 20.0 倍 －

（注）１．平成 17 年２月期の株価については、平成 16 年 10 月 29 日現在で表示しております。 
２．株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期末の１株当たり当期純利益で
除した数値であります。 

 

                   以 上 

 


